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東 北 森 林 管 理 局

指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び業者の住所

株式会社 青工

青森県青森市新田三丁目１１－８

２．指名停止措置期間

平成２６年５月７日から平成２６年８月６日まで（３ヶ月）

３．指名停止措置の範囲

東北森林管理局管内

４．事 実 概 要：

株式会社 青工は、東北森林管理局長と平成２６年２月５日付で契約した物品

売買契約(緑化土のう外)において、工場への発注が遅れ納期内に製品を納入で

きないとして、履行不能届を提出し契約の一部解除を申し出た。

このことから、納期内に製品を納入できる見込みがないとして、平成２６年

３月７日付で契約の一部解除に至った。

５．指名停止措置理由：

上記のことは 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等、

措置要領」別表第１２号（不正不誠実な行為）に該当し、契約の相手方として

不適当であると認められるため、本件については３ヶ月の指名停止措置とする

ものである。

〈物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領〉

別表 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措 置 要 件

（不正又は不誠実な行為）

１２ 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として

不適当であると認められるとき。
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